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医療用の麻薬や向精神薬等に関する規制・手続きの概要（☑は該当） 

□持ち込むことができる医薬品か確認する必要がある。 

□事前に渡航先の国から許可を得る必要がある。 

☑渡航前に準備が必要な書類がある。 

□（滞在期間と一日用量から計算される量にかかわらず）持ち込むことがで

きる医薬品の数量に制限がある。 

□持ち込むことができる医薬品の形態や容器・包装に制限がある。 

□その国から出国して医薬品を持ち出す際にも別途の手続きの必要がある。 

医療用の麻薬や向精神薬等に関する規制・手続きの内容 

○ 医療用の麻薬及び向精神薬を含め，医薬品を自己の疾病の治療で携帯し

て入国する場合には，入国時に英文の医師の処方せん及び診断書の提示が

必要。書式は問わない。 

 

○ 持ち込める医薬品の量は，滞在期間により判断され，明らかに自己の疾

病の治療の目的で使用する量を超えている場合には没収される場合があ

る。 

 

渡航先の国による日本人向け情報提供ホームページ 

https://www.ke.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryojianzen.html 
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